
「
水
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例
」
新
旧
対
照
表 

 
 
 
 
 
 

（
一
） 

新 
 
 

条 
 
 

例 

旧 
 
 

条 
 
 

例 

○
水
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る 

排
水
基
準
を
定
め
る
条
例 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

昭
和
四
十
九
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
阪
府
条
例
第
八
号 

  

第
一
条
〜
第
三
条 

（
略
） 

 
 別

表 

一 

上

水

道

水

源

地

域

に

適

用

す

る

有

害

物

質

に

係

る
上
乗
せ
排
水
基
準 

（
表
略
） 

 

備
考 

１ 

（
略
） 

２ 

「

上

水

道

水

源

地

域

」

と

は

、

水

道

法

（

昭

和

三

十

二

年

法
律

第

百

七

十

七

号

）

第

三

条

第
二

項

に

規

定

す

る

水

道

事

業

（

同

条

第

五

項

に

規

定

す

る

水
道
用

水
供

給
事
業
者

に

よ

り

供

給
さ

れ

る

水

道

水
の

み
を

そ

の

用

に

供

す

る

も

の

を

除

く
。

）

又

は
同

条

第
四

項

に

規

定

す

る

水

道
用

水

供

給

事

業

の

た

め
の

原

水
と

し
て

取

水

し
て

い

る

公

共

用

水
域
に
係
る
地
域
で
、
次
に
掲
げ
る
地
域
を
い
う
。 

一 

（
略
） 

二 

（
略
） 

三 

（
略
） 

   

四 

中

央

自

動

車

道

西

宮

線

安

威

川

橋

下

流

端
か

ら

上

流

の

安

威

川

及

び

こ

れ

に

流

入

す

る

公

共

用
水
域
に
係
る
地
域 

五 

淀

川

大
堰

か

ら

上

流

の

淀

川

及

び
こ

れ

に
流

入

す

る

公

共

用

水

域

（

以

下

「

淀

川

水

域

」

と

い
う
。
）
に
係
る
地
域 

六 

近

畿

日

本

鉄

道

株

式

会

社

南

大

阪

線

石

川
橋

橋

梁
り
ょ
う

下
流
端
か
ら
上
流
の
石
川
及
び
こ
れ
に
流

入
す
る
公
共
用
水
域
に
係
る
地
域 

七 

大

阪

狭

山

市

に

位

置

す

る

副

池

及

び

こ

れ

か

ら

上

流

の

西

除

川

並

び

に
こ

れ

ら

に

流

入

す

る

公

共

用

水

域

（

以

下

「

西

除

川

上

流

水

域

」

と

い
う
。
）
に
係
る
地
域 

八 

堺

市

及

び

和

泉

市

に

位

置

す

る

光

明

池

並

び

に
こ
れ
に
流
入
す
る
公
共
用
水
域
に
係
る
地
域 

九 

和

泉

市

に

位

置

す

る

惣

ガ

池

及

び

こ

れ

に

流

入
す
る
公
共
用
水
域
に
係
る
地
域 

十 

貝

塚

市

蕎

原

簡

易

水

道

取

水

地

点

か

ら

上

流

の

東

手

川

及

び

こ

れ

に

流

入

す

る

公

共

用

水

域

に
係
る
地
域 

十

一 

泉

南

郡

熊

取

町

に

位

置

す

る

永

楽

ダ

ム

貯

水

池

及

び

こ

れ

に

流

入

す

る

公

共

用

水

域

に

係

る
地
域 

十

二 

泉

佐

野

市

に

位

置

す

る

大

池

及

び

こ

れ

に

流
入
す
る
公
共
用
水
域
に
係
る
地
域 

十

三 

泉

佐

野

市

に

位

置

す

る

稲

倉

池

及

び

こ

れ

に
流
入
す
る
公
共
用
水
域
に
係
る
地
域 

 

○
水
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る 

排
水
基
準
を
定
め
る
条
例 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

昭
和
四
十
九
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
阪
府
条
例
第
八
号 

  

第
一
条
〜
第
三
条 

（
略
） 

 
 別

表 

一 

上

水

道

水

源

地

域

に

適

用

す

る

有

害

物

質

に

係

る
上
乗
せ
排
水
基
準 

（
表
略
） 

 

備
考 

１ 

（
略
） 

２ 

「

上

水

道

水

源

地

域

」

と

は

、

水

道

法

（

昭

和

三

十

二

年

法
律

第

百

七

十

七

号

）

第

三

条

第
二

項

に

規

定

す

る

水

道

事

業

（

同

条

第

五

項

に

規

定

す

る

水
道
用

水
供

給
事
業
者

に

よ

り

供

給
さ

れ

る

水

道

水
の

み
を

そ

の

用

に

供

す

る

も

の

を

除

く
。

）

又

は
同

条
第
四

項

に

規

定

す

る

水

道
用

水

供

給

事

業

の

た

め
の

原

水
と

し
て

取

水

し
て

い

る

公

共

用

水
域
に
係
る
地
域
で
、
次
に
掲
げ
る
地
域
を
い
う
。 

一 

（
略
） 

二 

（
略
） 

三 

（
略
） 

四 

茨

木

市

泉

原

簡

易

水
道

取

水

地

点

か

ら

上

流

の

茨

木

川

及

び

こ

れ

に

流

入

す

る

公

共

用

水

域

に
係
る
地
域 

五 

中

央

自

動

車

道

西

宮

線

安

威

川

橋

下

流

端
か

ら

上

流

の

安

威

川

及

び

こ

れ

に

流

入

す

る

公

共

用
水
域
に
係
る
地
域 

六 

淀

川

大
堰

か

ら

上

流

の

淀

川

及

び
こ

れ

に
流

入

す

る

公

共

用

水

域

（

以

下

「

淀

川

水

域

」

と

い
う
。
）
に
係
る
地
域 

七 

近

畿

日

本

鉄

道

株

式

会

社

南

大

阪

線

石

川
橋

橋

梁
り
ょ
う

下
流
端
か
ら
上
流
の
石
川
及
び
こ
れ
に
流

入
す
る
公
共
用
水
域
に
係
る
地
域 

八 

大

阪

狭

山

市

に

位

置

す

る

副

池

及

び

こ

れ

か

ら

上

流

の

西

除

川

並

び

に
こ

れ

ら

に

流

入

す

る

公

共

用

水

域

（

以

下

「

西

除

川

上

流

水

域

」

と

い
う
。
）
に
係
る
地
域 

九 

堺

市

及

び

和

泉

市

に

位

置

す

る

光

明

池

並

び

に
こ
れ
に
流
入
す
る
公
共
用
水
域
に
係
る
地
域 

十 

和

泉

市

に

位

置

す

る

惣

ガ

池

及

び

こ

れ

に

流

入
す
る
公
共
用
水
域
に
係
る
地
域 

十

一 

貝

塚

市

蕎

原

簡

易

水

道

取

水

地

点

か

ら

上

流

の

東

手

川

及

び

こ

れ

に

流

入

す

る

公

共

用

水

域
に
係
る
地
域 

十

二 

泉

南

郡

熊

取

町

に

位

置

す

る

永

楽

ダ

ム

貯

水

池

及

び

こ

れ

に

流

入

す

る

公

共

用

水

域

に

係

る
地
域 

十

三 

泉

佐

野

市

に

位

置

す

る

大

池

及

び

こ

れ

に

流
入
す
る
公
共
用
水
域
に
係
る
地
域 

十

四 

泉

佐

野

市

に

位

置

す

る

稲

倉

池

及

び

こ

れ

に
流
入
す
る
公
共
用
水
域
に
係
る
地
域 

 

資
料
５
－
２

参
 
考
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
） 

新 
 
 

条 
 
 

例 

旧 
 
 

条 
 
 

例 

十

四 
近

畿

自

動

車

道

和

歌

山

線

金

熊

寺

川

橋

下

流

端

か

ら

上

流

の

金

熊

寺

川

及

び

こ

れ

に

流

入

す
る
公
共
用
水
域
に
係
る
地
域 

十

五 

泉

南

郡

岬

町

に

位

置

す

る

逢

帰

ダ

ム

貯

水

池

及

び

こ

れ

に

流

入

す

る

公

共

用

水

域

に

係

る

地
域 

３
〜
８ 

（
略
） 

二
〜
五 

（
略
） 

六 

府

の

区

域

に

適

用

す

る

そ

の

他

の

項
目

に
係

る

上
乗
せ
排
水
基
準 

項 
 

目 

許
容
限
度 

（
略
） 

（
略
） 

亜
鉛
含
有
量 

（

単

位 

一

リ

ッ

ト

ル

に

つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
） 

二 

（
略
） 

（
略
） 

  

附 

則
（
平
成
六
年
大
阪
府
条
例
第
三
九
号
） 

〜
附 

則
（
平
成
一
二
年
大
阪
府
条
例
第
一
三
八
号
）

 
 
 
 
 
 
 

（
略
） 

 

十

五 

近

畿

自

動

車

道

和

歌

山

線

金

熊

寺

川

橋

下

流

端

か

ら

上

流

の

金

熊

寺

川

及

び

こ

れ

に

流

入

す
る
公
共
用
水
域
に
係
る
地
域 

十

六 

泉

南

郡

岬

町

に

位

置

す

る

逢

帰

ダ

ム

貯

水

池

及

び

こ

れ

に

流

入

す

る

公

共

用

水

域

に

係

る

地
域 

３
〜
８ 

（
略
） 

二
〜
五 

（
略
） 

六 

府

の

区

域

に

適

用

す

る

そ

の

他

の

項
目

に
係

る

上
乗
せ
排
水
基
準 

項 
 

目 

許
容
限
度 

（
略
） 

（
略
） 

亜
鉛
含
有
量 

（

単

位 

一

リ

ッ

ト

ル

に

つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
） 

五 

（
略
） 

（
略
） 

  

附 

則
（
平
成
六
年
大
阪
府
条
例
第
三
九
号
） 

〜
附 

則
（
平
成
一
二
年
大
阪
府
条
例
第
一
三
八
号
）

 
 
 
 
 
 
 

（
略
） 

  

 



（
三
） 

附 

則
（
平
成
一
四
年
大
阪
府
条
例
第
四
六
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

（
略
） 

（
経
過
措
置
） 

２ 

附
則
別
表
第
一
（
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
の
項
を

除
く
。
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
害
物
質
の
同
表
の
中
欄

に

掲

げ

る

業

種

そ

の

他

の

区

分
（

上

水

道

水

源

地

域

（

改
正
後
の

水
質
汚

濁
防

止

法

第

三

条

第

三

項
の

規

定
に
よ
る
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」

と
い
う
。
）
別
表
第
一
号
の
表
の
備
考
２
に
規
定
す
る

上
水
道
水
源
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
排
出
水

（
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十

八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
排
出
水
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
排
出
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に
属
す
る
工
場
又
は
事
業
場
で
あ
っ

て
、
平
成
十
三
年
七
月
一
日
現
在
の
特
定
施
設
（
同
条

第
二

項

に

規

定

す

る

特

定

施

設

又

は

同

条

第

三

項

に

規
定
す
る
指
定
地
域
特
定
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
平
成
十
七
年
四
月
一
日
（
食
料
品
製
造
業
、
金
属
製

品
製
造
業
（
電
気
め
っ
き
業
を
除
く
。
）
及
び
下
水
道

業
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
）
に
お
い
て

設
置
し
て
い
る
も
の
（
設
置
の
工
事
を
し
て
い
る
も
の

を
含
む
。
）
に
係
る
排
出
水
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十

年

四

月

一
日

か

ら

平

成

二

十

三

年
三

月
三

十

一
日

ま

で
の
間
は
、
新
条
例
別
表
第
一
号
の
表
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
附
則
別
表
第
一
の
下
欄
に
定
め
る

上
乗
せ
排
水
基
準
（
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

同

条

第

一

項
の

排

水

基
準

に

代
え
て

適

用

す

る

排

水

基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
適
用
す
る
。 

３ 

附
則
別
表
第
一
（
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
の
項
に

限
る
。
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
害
物
質
の
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
（
上

水
道
水
源
地
域 

に
排
出
水
を
排
出
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
属
す
る
工

場
又
は
事
業
場
に
係
る
排
出
水
に
つ
い
て
は
、
平
成
二

十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
は
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
上
乗
せ
排
水
基

準
を
適
用
す
る
。 

４ 

附
則
別
表
第
二
（
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物
の
項
に

限
る
。
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
害
物
質
の
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
（
海
域
に
排
出
水
を
排

出
す
る
も
の
に
限
る
。)

に
属
す
る
工
場
又
は
事
業
場

に
係
る
排
出
水
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新

条
例
別
表
第
二
号
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ

ぞ
れ
附
則
別
表
第
二
の
下
欄
に
定
め
る
上
乗
せ
排
水

基
準
を
適
用
す
る
。 

５ 

附
則
別
表
第
二
（
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
の
項
に

限
る
。
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
害
物
質
の
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
（
上
水
道
水
源
地
域
以

外
の
公
共
用
水
域
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公

共
用
水
域
を
い
う
。
）
に
排
出
水
を
排
出
す
る
も
の
に

限
る
。
）
に
属
す
る
工
場
又
は
事
業
場
に
係
る
排
出
水

に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十

三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
同
表
の
下
欄
に
定

め
る
上
乗
せ
排
水
基
準
を
適
用
す
る
。 

６ 

（
略
） 

新 
 
 

条 
 
 

例 

附 

則
（
平
成
一
四
年
大
阪
府
条
例
第
四
六
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

（
略
） 

（
経
過
措
置
） 

２ 

附

則
別
表

第

一
の
上

欄

に

掲

げ
る
有

害

物
質
の

同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
（
上
水
道
水

源
地
域
（
改
正
後
の
水
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例
（
以
下
「
新

条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
号
の
表
の
備
考
２
に
規

定
す
る
上
水
道
水
源
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

排
出
水
（
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

百
三
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五

項
に
規
定
す
る
排
出
水
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
排

出
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
属
す
る
工
場
又
は
事
業
場

で
あ
っ
て
、
平
成
十
三
年
七
月
一
日
現
在
の
特
定
施
設

（

同

条

第

二

項

に

規

定

す

る

特

定

施

設

又

は

同

条

第

三
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
特
定
施
設
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
平
成
十
七
年
四
月
一
日
（
食
料
品
製
造
業
、

金
属
製
品
製
造
業
（
電
気
め
っ
き
業
を
除
く
。
）
及
び

下
水
道
業
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日)

に

お
い
て
設
置
し
て
い
る
も
の
（
設
置
の
工
事
を
し
て
い

る
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
排
出
水
に
つ
い
て
は
、
平

成

十

七

年
四

月

一
日
か

ら

平

成
二

十

年
三

月

三

十

一

日
ま
で
の
間
は
、
新
条
例
別
表
第
一
号
の
表
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
附
則
別
表
第
一
の
下
欄
に
定

め
る
上
乗
せ
排
水
基
準
（
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ

る

同

条

第

一

項

の

排

水

基

準

に

代

え
て

適

用

す

る

排
水
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
適
用
す
る
。 

         

３ 

附
則
別
表
第
二
（
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物
の
項
に

限
る
。
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
害
物
質
の
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
（
海
域
に
排
出
水
を
排

出
す
る
も
の
に
限
る
。)

に
属
す
る
工
場
又
は
事
業
場

に
係
る
排
出
水
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
条

例
別
表
第
二
号
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ

れ
附
則
別
表
第
二
の
下
欄
に
定
め
る
上
乗
せ
排
水
基

準
を
適
用
す
る
。 

４ 

附
則
別
表
第
二
（
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
の
項
に

限
る
。
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
害
物
質
の
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
に
属
す
る
工
場
又
は

事
業
場
に
係
る
排
出
水
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
四

月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間

は
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
上
乗
せ
排
水
基
準
を
適
用

す
る
。 

  

５ 

（
略
） 

 

旧 
 
 

条 
 
 

例 



（
四
） 

 

附
則
別
表
第
一 

ア
ン
モ
ニ
ア
、 

ア
ン
モ
ニ
ウ 

ム
化
合
物
、 

亜
硝
酸
化
合 

物
及
び
硝
酸 

化
合
物 

 

ふ
っ
素
及
び 

そ
の
化
合
物 

ほ
う
素
及
び 

そ
の
化
合
物 

有
害
物
質 

金
属
製
品
製
造
業
（
一
日

当
た
り
の
平
均
的
な
排
出

水
の
量
が
三
〇
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の
を
除

く
。） 

食
料
品
製
造
業
（
一
日
当

た
り
の
平
均
的
な
排
出
水

の
量
が
三
〇
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。） 

 

食
料
品
製
造
業
（
一
日
当

た
り
の
平
均
的
な
排
出
水

の
量
が
三
〇
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の
を
除
く
。） 

 

畜
産
農
業 

旅
館
業
（
一
日
当
た
り
の

平
均
的
な
排
出
水
の
量
が

三
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上

五
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満

で
あ
り
、
水
質
汚
濁
防
止

法
施
行
令
及
び
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（
昭
和
四
十

九
年
政
令
第
三
百
六
十
三

号
）
の
施
行
の
際
現
に
ゆ

う
出
し
て
い
る
温
泉
（
温

泉
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
二
十
五
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

を
利
用
す
る
旅
館
業
に
は

属
し
な
い
も
の
で
、
か
つ
、

温
泉
を
利
用
す
る
も
の
に

限
る
。） 

電
気
め
っ
き
業 

業
種
そ
の
他
の
区
分 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ア

ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
に

○
・
四
を
乗
じ
た
も
の
、

亜
硝
酸
性
窒
素
及
び
硝

酸
性
窒
素
の
合
計
量
一

〇
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ア

ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
に

○
・
四
を
乗
じ
た
も
の
、

亜
硝
酸
性
窒
素
及
び
硝

酸
性
窒
素
の
合
計
量
四

〇
ミ
リ
グ
ラ
ム 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ア

ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
に

○
・
四
を
乗
じ
た
も
の
、

亜
硝
酸
性
窒
素
及
び
硝

酸
性
窒
素
の
合
計
量
一

〇
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ア

ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
に

〇
・
四
を
乗
じ
た
も
の
、

亜
硝
酸
性
窒
素
及
び
硝

酸
性
窒
素
の
合
計
量
九

〇
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ふ

っ
素
一
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ

う
素
二
ミ
リ
グ
ラ
ム 

許
容
限
度 

新 
 
 

条 
 
 

例 

 

附
則
別
表
第
一 

 

有
害
物
質  

 

業
種
そ
の
他
の
区
分 

 
 

許
容
限
度 

ほ
う
素
及
び 

 

電
気
め
っ
き
業 

 
 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ 

そ
の
化
合
物 

 

ほ
う
酸
製
造
業 

 
 

う
素
一
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム 

ふ
っ
素
及
び 

 

電
気
め
っ
き
業
（
一 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ふ 

そ
の
化
合
物 

 

日
当
た
り
の
平
均
的 

っ
素
八
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 
 
 
 
 
 
 

な
排
出
水
の
量
が
三 

 
 
 
 
 
 
 

〇
立
方
メ
ー
ト
ル
未 

 
 
 
 
 
 
 

満
の
も
の
に
限
る
。） 

ア
ン
モ
ニ
ア
、 

 

畜
産
農
業 

 
 
 
 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ア 

ア
ン
モ
ニ
ウ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
に 

ム
化
合
物
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇
・
四
を
乗
じ
た
も
の
、 

亜
硝
酸
化
合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

亜
硝
酸
性
窒
素
及
び
硝 

物
及
び
硝
酸 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酸
性
窒
素
の
合
計
量
九 

化
合
物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 
 
 
 
 
 
 

食
料
品
製
造
業 

 
 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ア 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇
・
四
を
乗
じ
た
も
の
、 

 
 
 
 
 
 
 

金
属
製
品
製
造
業 

 

亜
硝
酸
性
窒
素
及
び
硝 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酸
性
窒
素
の
合
計
量
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 
 
 
 
 
 
 

下
水
道
業 

 
 
 
 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ア 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇
・
四
を
乗
じ
た
も
の
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

亜
硝
酸
性
窒
素
及
び
硝 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酸
性
窒
素
の
合
計
量
二 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 
 
 
 
 
 
 

し
尿
処
分
業
（
化 

 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ア 
 
 
 
 
 
 
 

学
処
理
を
行
う
も 

 

ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
に 
 
 
 
 
 
 
 

の
を
除
く
。） 

 
 

 

〇
・
四
を
乗
じ
た
も
の
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

亜
硝
酸
性
窒
素
及
び
硝 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酸
性
窒
素
の
合
計
量
三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 
 
 
 
 
 
 

し
尿
処
分
業
（
化 

 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ア 

 
 
 
 
 
 
 

学
処
理
を
行
う
も 

 

ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
に 

 
 
 
 
 
 
 

の
に
限
る
。） 

 
 

 

〇
・
四
を
乗
じ
た
も
の
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

亜
硝
酸
性
窒
素
及
び
硝 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酸
性
窒
素
の
合
計
量
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 

旧 
 
 

条 
 
 

例 



（
五
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

附
則
別
表
第
二 

 

 

し
尿
処
分
業
（
化
学
処
理

を
行
う
も
の
に
限
る
。） 

し
尿
処
分
業
（
化
学
処
理

を
行
う
も
の
を
除
く
。） 

下
水
道
業 

金
属
製
品
製
造
業
（
一
日

当
た
り
の
平
均
的
な
排
出

水
の
量
が
三
〇
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の
に
限

る
。） 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ア

ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
に

○
・
四
を
乗
じ
た
も
の
、

亜
硝
酸
性
窒
素
及
び
硝

酸
性
窒
素
の
合
計
量
三

〇
ミ
リ
グ
ラ
ム 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ア

ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
に

○
・
四
を
乗
じ
た
も
の
、

亜
硝
酸
性
窒
素
及
び
硝

酸
性
窒
素
の
合
計
量
二

〇
ミ
リ
グ
ラ
ム 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ア

ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
に

○
・
四
を
乗
じ
た
も
の
、

亜
硝
酸
性
窒
素
及
び
硝

酸
性
窒
素
の
合
計
量
二

五
ミ
リ
グ
ラ
ム 

ほ
う
素
及
び 

そ
の
化
合
物 

有
害
物
質 

ほ
う
酸
製
造
業 

貴
金
属
製
造
・
再
生
業 

う
わ
薬
製
造
業
（
う
わ
薬

か
わ
ら
の
製
造
に
供
す
る

も
の
を
製
造
す
る
も
の
に

限
る
。） 

粘
土
か
わ
ら
製
造
業
（
う

わ
薬
か
わ
ら
を
製
造
す
る

も
の
に
限
る
。） 

金
属
鉱
業 

電
気
め
っ
き
業 

う
わ
薬
製
造
業
（
ほ
う
ろ

う
う
わ
薬
を
製
造
す
る
も

の
に
限
る
。） 

ほ
う
ろ
う
鉄
器
製
造
業 

業
種
そ
の
他
の
区
分 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ

う
素
八
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ

う
素
五
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ

う
素
一
五
〇
ミ
リ
グ
ラ

ム 

 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ

う
素
五
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム

許
容
限
度 

新 
 
 

条 
 
 

例 

               
   

備
考 

（
略
） 

 
 
 
 
 
 
 

 

附
則
別
表
第
二 

有
害
物
質  

 

業
種
そ
の
他
の
区
分 

 
 

許
容
限
度 

 
 
 
 
 
 
 

ほ
う
ろ
う
鉄
器
製
造
業 

 
 
 
 
 
 
 

う
わ
薬
製
造
業
（
ほ
う 

 
 
 
 
 
 
 

ろ
う
う
わ
薬
を
製
造
す 

る
も
の
に
限
る
。） 

 
 
 
 
 
 
 

電
気
め
っ
き
業 

 
 
 
 
 
 
 

金
属
鉱
業 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

粘
土
か
わ
ら
製
造
業
（ 

う
わ
薬
か
わ
ら
を
製
造 

す
る
も
の
に
限
る
。） 

 
 
 
 
 
 
 

う
わ
薬
製
造
業
（
う
わ 

 
 
 
 
 
 
 

薬
か
わ
ら
の
製
造
に
供 

す
る
も
の
を
製
造
す
る 

も
の
に
限
る
。） 

 
 
 
 
 
 
 

貴
金
属
製
造
・
再
生
業 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ 

う
素
五
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 
 
 
 
 
 
 

ほ
う
酸
製
造
業 

 
 
 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

う
素
一
〇
〇
ミ
リ
グ
ラ 

ム 
 

 

旧 
 
 

条 
 
 

例 一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ 

う
素
一
五
〇
ミ
リ
グ
ラ 

ム 一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ

う
素
五
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム

ほ
う
素
及
び

そ
の
化
合
物



（
六
） 

 
 

 
 ふ

っ
素
及
び 

そ
の
化
合
物 

 
電
気
め
っ
き
業
（
一
日
当

た
り
の
平
均
的
な
排
出
水

の
量
が
三
〇
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
五
〇
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。） 

う
わ
薬
製
造
業
（
一
日
当

た
り
の
平
均
的
な
排
出
水

の
量
が
三
〇
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
五
〇
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。） 

ほ
う
ろ
う
鉄
器
製
造
業

（
一
日
当
た
り
の
平
均
的

な
排
出
水
の
量
が
三
〇
立

方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
〇
立

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

に
限
る
。） 

旅
館
業
（
温
泉
を
利
用
す

る
も
の
に
限
る
。） 

下
水
道
業
（
旅
館
業
（
温

泉
を
利
用
す
る
も
の
に
限

る
。）
に
属
す
る
特
定
事
業

場
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
を

受
け
入
れ
て
い
る
下
水
道

終
末
処
理
施
設
を
有
す
る

も
の
で
一
定
の
も
の
に
限

る
。） 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ふ

っ
素
一
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

 一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ

う
素
五
〇
〇
ミ
リ
グ
ラ

ム 一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ

う
素
五
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム

新 
 
 

条 
 
 

例 

  
 
 
 
 
 

下
水
道
業
（
旅
館
業
（
温 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ 

 
 
 
 
 
 
 

泉
（
温
泉
法
（
昭
和
二
十 

う
素
五
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 
 
 
 
 
 
 

三
年
法
律
第
百
二
十
五 

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規 

定
す
る
も
の
を
い
う
。
以 

下
同
じ
。）
を
利
用
す
る 

も
の
に
限
る
。）
に
属
す 

る
特
定
事
業
場
か
ら
排
出 

さ
れ
る
水
を
受
け
入
れ
て 

い
る
下
水
道
終
末
処
理
施 

設
を
有
す
る
も
の
で
一
定 

の
も
の
に
限
る
。） 

 
 
 
 
 
 
 

旅
館
業
（
温
泉
を
利
用
す 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ 

 
 
 
 
 
 
 

る
も
の
に
限
る
。） 

 
 

 

う
素
五
〇
〇
ミ
リ
グ
ラ 

ム 

 

ふ
っ
素
及
び 

ほ
う
ろ
う
鉄
器
製
造
業
（ 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ふ 

 
そ
の
化
合
物 

造
業
（
一
日
当
た
り
の
平 

っ
素
一
五
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 
 
 
 
 
 
 

均
的
な
排
出
水
の
量
が
三 

〇
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五 

〇
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で 

あ
り
、
か
つ
、
上
水
道
水 

源
地
域
以
外
の
公
共
用
水 

域
（
法
第
二
条
第
一
項
に 

規
定
す
る
公
共
用
水
域
を 

い
う
。
以
下
同
じ
。）
に 

排
出
水
を
排
出
す
る
も
の 

に
限
る
。） 

 
 
 
 
 
 
 

う
わ
薬
製
造
業
（
一
日
当 

た
り
の
平
均
的
な
排
出
水 

の
量
が
三
〇
立
方
メ
ー
ト 

ル
以
上
五
〇
立
方
メ
ー
ト 

ル
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、 
 
 
 
 
 
 
 

上
水
道
水
源
地
域
以
外
の 

公
共
用
水
域
に
排
出
水
を 

排
出
す
る
も
の
に
限
る
。） 

電
気
め
っ
き
業
（
一
日
当 

た
り
の
平
均
的
な
排
出
水 

の
量
が
三
〇
立
方
メ
ー
ト 

ル
以
上
五
〇
立
方
メ
ー
ト 

ル
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、 

上
水
道
水
源
地
域
以
外
の 

公
共
用
水
域
に
排
出
水
を 

排
出
す
る
も
の
に
限
る
。） 

 

旧 
 
 

条 
 
 

例 



（
七
） 

 

 
 

備
考 

（
略
） 

  

附 

則
（
平
成
一
五
年
大
阪
府
条
例
第
四
五
号
） 

 
 
 
 

〜 

附 

則
（
平
成
一
七
年
大
阪
府
条
例
第
四
四
号
） 

 
 
 
 
 
 
 

（
略
） 

  

附 

則(

平
成
二
十
年
条
例
第
二
二
号) 

(

施
行
期
日) 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

(

経
過
措
置) 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
特
定
施
設(

水
質
汚
濁
防
止
法(

昭
和
四
十

五
年
法
律
第
百
三
十
八
号)

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
又
は

同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
特
定
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
設
置
し
て
い
る
者(

設
置
の
工
事
を
し
て
い
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

の
当
該
特
定
施
設
を
設
置
し
て
い
る
工
場
又
は
事
業
場(

電
気
め
っ
き
業

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

に
係
る
排
出
水(

同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
排

出
水
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
つ
い
て
の
上
乗
せ
排
水
基
準(

同
法
第
三

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
排
水
基
準
に
代
え
て
適
用
す
る

排
水
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日

(

以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。)

か
ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間

は
、
改
正
後
の
水
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
排
水
基

準
を
定
め
る
条
例(

以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。)

別
表
第
六
号
の
表
亜
鉛

含
有
量(

単
位 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム)

の
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
特
定
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
の
当
該
特

定
施
設
を
設
置
し
て
い
る
工
場
又
は
事
業
場(

電
気
め
っ
き
業
に
属
す
る

も
の
に
限
る
。)

に
係
る
排
出
水
に
つ
い
て
の
上
乗
せ
排
水
基
準
に
つ
い
て

は
、
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
条
例

別
表
第
六
号
の
表
亜
鉛
含
有
量(

単
位 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ

ム)

の
項
中
「
二
」
と
あ
る
の
は
、「
五
」
と
す
る
。 

  
旅
館
業
（
一
日
当
た
り
の

平
均
的
な
排
出
水
の
量
が

三
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上

五
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満

で
あ
り
、
水
質
汚
濁
防
止

法
施
行
令
及
び
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
の
施
行
の
際

現
に
ゆ
う
出
し
て
い
る
温

泉
を
利
用
す
る
旅
館
業
に

は
属
し
な
い
も
の
で
、
か

つ
、
温
泉
を
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。） 

 

新 
 
 

条 
 
 

例 

 

旅
館
業
（
一
日
当
た
り
の 

平
均
的
な
排
出
水
の
量
が 

三
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上 

五
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満 

で
あ
り
、
水
質
汚
濁
防
止 

法
施
行
令
及
び
廃
棄
物
の 

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る 

法
律
施
行
令
の
一
部
を
改 

正
す
る
政
令
（
昭
和
四
十 

九
年
政
令
第
三
百
六
十
三 

号
）
の
施
行
の
際
現
に
ゆ 

う
出
し
て
い
る
温
泉
を
利 

用
す
る
旅
館
業
に
は
属
し 

な
い
も
の
で
、
か
つ
、
温 

泉
を
利
用
す
る
も
の
に
限 

る
。） 

  
 

備
考 

（
略
） 

  
附 
則
（
平
成
一
五
年
大
阪
府
条
例
第
四
五
号
） 

 
 

〜 
附 

則
（
平
成
一
七
年
大
阪
府
条
例
第
四
四
号
） 

 
 
 
 
 
 
 

（
略
） 

 
 

旧 
 
 

条 
 
 

例 


